
1 市有林伐採委託事業 976

2 チェンソー講習会委託事業 394

3 韮崎市森林整備補助金 10,356

個人が有する山林において、地区等の要望により伐採を行う場

合、実施経費の9割を市で補助するものであり中山間や集落周辺の

山林を主な対象として整備を促進します。また、野生動物対策の

一貫として鳥獣害防止区域内に緩衝地帯設置を行うことに対し、

集落が一体となり地域計画を策定した場合、実施経緯費の10割を

補助しています。

9,853

令和４年度 森林環境譲与税事業実績一覧

503

総事業費（千円）

事業内容

合計 11,726 11,223 503

市が所有している土地において、危険木等を伐採処分するインフ

ラ整備事業であり、減災・防災に努めます。

市民や市内の山林所有者を対象に、チェンソー講習会を実施し、

林業普及啓発活動に取り組んでいます。

番号 事業名

976

394

うち森林環境譲与税

（千円）
うち他財源（千円）



○森林整備事業 

本市では、市が所有する土地については委託事業で、個人が有する土地について

は、実施経費の 9 割を補助する補助事業で森林整備を促進しております。 

また、R4 年度より農地と山林を野生動物から守るため、電柵沿いの伐採（緩衝地帯

の整備）や管理道の設置を行っております。集落が一体となり、今後の農地の在り方

を考える（地域計画）を策定した地域においては、10 割補助で事業を行うなど、市民

と共同で課題解決に取り組んでおります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（甘利小通学路伐採前） （甘利小通学路伐採後） 

（入戸野地区緩衝帯整備前） （入戸野地区緩衝帯整備後） 

（入戸野地区緩衝帯整備前） （入戸野地区緩衝帯整備後） 



○林業普及啓発事業 

本市では、令和 3 年度よりチェンソー講習会を開催しております。不足する林業の

人材育成や林業の普及啓発が求められていることから、講習会をとおして所有森林

の手入れや林業に関する技術や知識の習得を目的としております。毎年、定員一杯

の参加者に参加いただいております。無料で参加できますので、是非ご参加お待ちし

ております。 

 

（講師による座学） 

（メンテナンス方法実践） 

（丸太の伐採） 


